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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年６月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 令和４年３月３０日 １６時３５分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島市伊良部
い ら ぶ

島長山港南西方沖（長山水路第１号灯標） 

 伊良部大橋橋梁灯（Ｌ１灯）から真方位２４２°２.５７海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯２４°４６.８′ 東経１２５°１１.５′） 

事故の概要 引船第八共
きょう

和
わ

丸は、起重機船第二十八共
きょう

和
わ

号をえい
．．

航して北東進

中、第二十八共和号が灯標に衝突した。 

第二十八共和号は、左舷中央部外板の破口等を生じ、また、灯標

は、鋼管の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年４月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第八共和丸、１９トン 

２９５－３６９２２沖縄、共和産業株式会社（Ａ社） 

１４.５７ｍ（Lr）×４.８８ｍ×１.７７ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、８４６kＷ（合計）、平成７年７月 

Ｂ 起重機船 第二十八共和号、１,７９９トン 

   なし、Ａ社 

   ５８.３０ｍ×２３.００ｍ×３.８０ｍ、鋼 

   なし、平成６年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和６２年５月２日 

免許証交付日 平成２８年９月１３日 

           （令和４年５月１日まで有効） 

Ｂ 甲板員Ｂ ２８歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷中央部外板に破口、左舷側フェンダーの脱落 

灯標 鋼管中央及び下部に擦過傷、約１０°の傾斜 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約８m/s、視界 良好 
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海象：波向 南、波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 流向

北北西、流速約０.９ノット（kn） 

日没時刻：１８時５５分ごろ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、また、Ｂ船は、甲板員Ｂほか甲

板員２人、現場管理者４人及び同乗者２人を乗せ、Ｂ船のムアリング

ウインチから伸ばした長さ約７０ｍのえい
．．

航索をＡ船の後部えい航 

フックに接続して全長約１３３ｍの引船列（以下「Ａ船引船列」とい

う。）を構成し、令和４年３月３０日０８時２０分ごろ宮古島市佐
さ

良
ら

浜
はま

漁港を出航した。 

 Ａ船引船列は、海上保安庁が洋上に設置した自律型海洋観測装置

（Autonomous Ocean Vehicle、以下「ＡＯＶ」という。）の部品交換等

のメンテナンスを行う目的で、１１時３５分ごろタカツキャ瀬南方の

ＡＯＶの設置海域に到着し、ＡＯＶのメンテナンスを開始した。 

 Ａ船引船列は、ＡＯＶのメンテナンスを終えて帰港することとし、

１６時０５分ごろ佐良浜漁港に向けてタカツキャ瀬南方１.２Ｍ付近を

出発し、船長ＡがＡ船の操舵スタンド後方に立って手動操舵で操船に

当たり、３Ｍレンジとしたレーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ

た状態で、約４kn の対地速力により、長山水路第２号灯標（以下、灯

標の名称については、「長山水路」を省略する。）を船首目標として北

北東進した。 

 船長Ａは、出発にあたり、Ｂ船の船首部、左舷船尾部及び右舷船尾

部に、トランシーバーを携帯した甲板員３人をそれぞれ配置し、航行

中には周囲の見張りを行い、連絡事項があればトランシーバーで船長

Ａに報告するよう指示していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ａは、１６時３１分ごろ第２号灯標南西方５００ｍ付近に達

し、第１号灯標及び第２号灯標に挟まれた水路（以下「本件水路」と

いう。）の中央に向けて針路を転じることとし、遠隔操舵リモコンのダ

イヤルを徐々に左に回しながら変針を開始した。 

図１ 乗組員の配置状況 
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（現場管理者・同乗者の位置は、おおよその位置である） 
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 船長Ａは、時折、操舵室後方の窓からＢ船の状況を確認しながら、

針路を左に転じ、続いて第１号灯標と第２号灯標の間の中央に向けて

針路を右に転じた。 

 船長Ａは、これまで本件水路で別の起重機船をえい
．．

航していた際、

大きく圧流された経験がなかったので、Ｂ船が大きく圧流されること

はないと思い、本件水路の中央を通過する針路で航行を続け、Ａ船が

第１号灯標及び第２号灯標を通過し、Ｂ船から目を離した。 

 甲板員Ｂは、Ｂ船の左舷船尾部で見張りを行っていたところ、付近

にいた現場管理者の１人から、Ｂ船が左舷船首方の第１号灯標に接近

している旨を聞き、１６時３４分ごろ左舷船首方を確認したところ、

Ｂ船の左舷船首方約４０～５０ｍに第１号灯標を認め、Ｂ船が左舷方

に圧流されていることに気付いた。 

 甲板員Ｂは、船長Ａに対し、Ｂ船が第１号灯標に向けて圧流されて

いるので右舵を取る旨をトランシーバーで連絡し、連絡を受けた船長

Ａが後方を確認したところ、Ｂ船が左舷方に圧流されているのを認め

て右舵一杯を取ったものの、Ｂ船は、左舷方への圧流を続け、１６時

３５分ごろＢ船の左舷中央部、続いて左舷船尾部がそれぞれ第１号灯

標に衝突した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ船引船列は、現場管理者の１人が携帯電話で海上保安庁に本事故

の発生を通報し、船長Ａが、第１号灯標の状態を確認したところ、傾

斜していたものの海中に没しておらず、また、Ｂ船の左舷側フェン 

ダーが破損していたものの航行が可能であったので、航行を続けて佐

良浜漁港に到着した。 

 第１号灯標は、本事故後、灯火が点灯しなくなったので、仮灯火が

設置された。 

（写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真３ 第１号灯標の損傷状況、付

図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  海図Ｗ１２８３（長山港）によれば、左舷標識として第１号灯標、

右舷標識として第２号灯標が並んでおり、第１号灯標及び第２号灯標

図２ 衝突状況（イメージ） 

第１号灯標 

第２号灯標 
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の間は、約２１０ｍである。 

 第１号灯標は、灯高が平均水面上約４.９ｍ、中心部の鋼管が直径約

０.７ｍ、外周の金属タラップの直径が約２.５ｍであった。 

 船長Ａは、起重機船をえい
．．

航して本件水路を約５０回無難に通航し

た経験があったものの、ふだんえい
．．

航していた起重機船は、総トン数

約８５９トンでＢ船よりも小型であり、風潮流で大きく圧流された経

験がなく、Ｂ船をえい
．．

航して本件水路を通航するのは、本事故時が初

めてであった。 

 船長Ａは、風潮流及びＡ船が右舵を取ったことによる慣性力によっ

てＢ船が左舷方へ圧流された可能性があると本事故後に思った。 

 船長Ａは、タカツキャ瀬南方１.２Ｍ付近から佐良浜漁港に向かう場

合、本件水路以外の海域を航行することも可能であったが、最短経路

となるので本件水路を航行した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船引船列は、長山港南西方沖において、風速約８m/s の南方からの

風が吹き、約０.９kn の北北西方へ流れる潮流がある状況下、本件水路

に向けて北東進中、船長Ａが本件水路の中央を通過する針路で航行し

ていたことから、Ｂ船が風潮流及びＡ船が右舵を取ったことによる慣

性力により第１号灯標に向けて圧流された際、右舵を取ったものの、

Ｂ船が第１号灯標に衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船をえい
．．

航して本件水路を航行するのは本事故時が初

めてで、ふだん本件水路を航行する際、Ｂ船よりも小型の起重機船を

えい
．．

航しており、これまで本件水路で起重機船が大きく圧流された経

験がなかったことから、Ｂ船が大きく圧流されることはないと思い、

Ａ船が本件水路の中央を通過する針路で航行していたものと考えられ

る。 

 Ａ船引船列は全長約１３３ｍであり、第１号灯標及び第２号灯標の

間は約２１０ｍであったことから、Ａ船引船列が、本件水路の中央で

はなく、第２号灯標寄りの針路で航行していれば、Ｂ船が左舷方に圧

流されても第１号灯標に衝突しなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、長山港南西方沖において、風速約８m/s の

南方からの風が吹き、約０.９kn の北北西方へ流れる潮流がある状況

下、本件水路に向けて北東進中、船長Ａが本件水路の中央を通過する

針路で航行していたため、Ｂ船が風潮流及びＡ船が右舵を取ったこと

による慣性力により第１号灯標に向けて圧流された際、Ｂ船が第１号

灯標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・引船の船長は、大きく圧流される可能性のある物件をえい
．．

航する

場合、圧流された際に航路標識に衝突したり、浅所に乗り揚げた

りすることのないよう、圧流されることを考慮した針路で航行す

ること。 
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写真１ Ａ船                  写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 第１号灯標の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

    

Ａ社提供 Ａ社提供 

第十一管区海上保安本部提供 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

佐良浜漁港 

伊良部島 

宮古島 

沖縄県宮古島市 

第１号灯標 

事故発生場所 

（令和４年３月３０日 １６時３５分ごろ発生） 

長山水路 

第２号灯標 

Ａ船の推定航行経路 

１６時３１分ごろ変針開始 

長山港 

タカツキャ瀬 

第１号灯標 

第２号灯標 

Ａ船の推定航行経路 

出発場所 


